
都市計画税の使途内訳【平成２９年度決算】

　 都市計画税は、都市計画法に基づいて実施する都市計画事業の財源として課税する目的税であるため、本市では一般会計の歳出において下記のとおり充当した。

[歳　入] 都市計画税
[単位：千円]

国庫支出金 県支出金 市債 その他 都市計画税 その他

45,472 2,070 423 42,979

493,887 251,482 242,405

314,153 97,224 216,929 公共下水道事業繰出金　 　　　 97,224

17,100 17,100

888,811 408,976 91,546 283,800 1,956 102,533

10,672 231 10,441

1,770,095 660,458 93,616 283,800 2,610 97,224 632,387

68,529 68,529 0 元金（都市計画事業分）　　　　68,529

5,504 5,504

74,033 0 0 0 0 68,529 5,504

1,844,128 660,458 93,616 283,800 2,610 165,753 637,891

※　公債費は、都市計画事業に係る地方債の元利償還金。

公債費　小計

合計

充当内訳

都市計画総務費

都市街路費

公共下水道費

都市下水路費

利子

一般財源科目

款項 目

土木費
　都市計画費

公債費
　公債費

元金

都市計画費　小計

１６５，７５３千円

決算額
特定財源

都市公園費

磯原駅自由通路等管理費


